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1 体育協会という団体は、正々堂々たるスポーツマンシップとコンブライアンス(法令遵守)に則リ運営される

べきものと思う力え 門真市体育協会の実態は極的て遺憾立がらそれとかけ離れている。

2 かつての東市長時代辻本信氏を会長とする門真市体協は喋市長の集票マシーンJという面を持っていた事

は「公尉の車説~J であり、体協外の市民と較べて行き過ぎた優遇を東市政から受けていた蘭があった。

2∞5年市長選で東氏が敗れ園都市政が誕生して以降行政と体協の関係や市民間待遇格差の問題が問い直され、

体協の旧来の体質の刷新が求められたのは当然のなりゆきであり、その方向に進む事が市民からも期得された。

3 ところが体協は体質改善を進めるのではなく、 辻本会長が『蔵間Jに転身しつつ現磁の府識 ・市議を会長・ 副

会長に据えて門真市行政に腕みを効かそうとするという、時代lこ街守する改悪に舵を切ってしまった。

これか2010年3月よりの宮本一孝府憶の会長就任と吉水郊青門真市憾の!i'J会長就任である。

4 そもそも書織な政治傾向を持つ市民で構成されるスポーツ大衆団体のトップに、門真市を選挙区とする特定の

厳員を鋸えるという事が自体力甲E常様であり、『体協の政治的偏向Jと見なされる事である。

その上、 宮本一孝府議は (私が 2011年冒頭からパクロ追及してきたように)

1)・2007年府鰻当選以来3年'iOヶ月に渡り市選管の違憲を無視し続け、市議時代署;jJQを違法使用し、

2 )・2010年9月に自民党から自回折に離党したのに、 5ヶ月間も「自民党」と看仮に表示し続けて政党偽装し、

3)・その事を戸田が公開質問状で問い質しても回答も反省もせず、(違法看板や政党偽装はやっとやめた力勺

4 )・民族差別暴力(へイトスピーチ)犯罪多数で実刑収監中の凶恵犯=門真市出身の荒巻靖彦との黒い交際、

5) A迂回寄付による税金還付、かつ「返納したいが税務署か受けてくれないJというウソ発言もして返納せず、

などの事実からして‘ 「スポーツマンシップとコンブライアンスから最もかけ離れた人物」であり、よりによって

このような人物を会長に据え続けて恥じない体育協会の体質には呆れ果ててしまう。

※ 荒巻ら差別暴力集団が「チョン公、出て行け f 朝鮮人殺せ!J等々の聞くに堪えない差別怒号を挙げて暴力

襲撃している実態と、その策巻が宮本府議を 「とても素晴らしい府機で、自分の底に来てくれ話をしてくれるJ

と交友自慢する様子をまとめた動画DVD=f宮本一孝&ザイトク『原書JJを同封しましたので、 ご覧下さい。

まともな公人主らl;f、東巻の差別畢力言動を糠め、直らないなら絶縁して差別怒号行為を批判すべきである

のに、宮本府機はそういう批判は決してしようとしない。「差別を許吉ず人権を尊重する姿勢Jが無いのです。

5 :吉J)(市種について言えば、「門真市行政の宣出等をチエッヲするJ立場の市識が「門真市から補助を受ける団体

の役員Jを兼ねるなどは、昨今では門真市獲員の雄もやっていない磁廉恥行為であって、しかも却15年4月以降

は門真市の喰員政官倫理条例」にも違反する行為である。

※条例第3条第7号「市から活動文は運営に対する補助立は助成を受けている団体の役員に就任し$いこと」

6 こういった「宮本間劃、「吉水問題J、f議員政治倫理条例F嘆劃を糾した「糾問と公開質問」を、磁員たる私

が体協の田中理事長に昨年5月 17日に f5/30回答期限Jで出したのだ力¥田中理事長は5/29回答文を出して

来たものの、その内容は「体協活動の場で政治的主張のビラ配布や発言はしてないから問団ない」とか『体協の

場での素行は問題が立いJなどの論点誤魔化しでしかEく、しかも「回答期限の関係で理事長田中の個人的見解

であり、それ以上でもそれ以下でもない」と言いながら 「正式な回答」は全くよこさないという不誠実吉である。

これは、 「体育協会が門真市から公的補助を受ける団体でありながら、門真市議から質島明主を出されても脱明責

任を果たさない」という事であり、非常に悪質である.

7 さらに田中理事長は、私がこの f5/17糾問文書Jで「問題解決がなされるまでは、貴会の行事への出席は、抗






















